
令和６年 ２月２２日  

附属義務教育学校  

前期課程保護者 様  

 島根大学教育学部附属義務教育学校 

校長   大 島  悟 

 

令和６年度生活時程および行事等について(お知らせとお願い) 

 

向春の候 平素から本校の教育に対しまして、格別のご理解をいただいておりますことに厚くお礼

を申しあげます。 

さて、来年度の生活時程や行事等につきまして、ＰＴＡ役員や学級評議員の皆様のご意見、ご理解を

いただきながら以下のように変更することとしました。また、校内でのくらしについても見直しを行っ

ていますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

1 生活時程の変更について 

来年度より生活時程を変更します。生活時程の変更により、以下の点につきましてご配慮いただきま

すようよろしくお願いします。 

※生活時程の詳細については裏面をご覧ください。 

 ①朝の解錠時間について 

  ・朝の解錠時間を７時５５分とします。（令和５年度までは、７時４０分） 

・来年度からの登校時間は７時５５分から８時２５分となります。 

   ※解錠時間の変更に伴って、朝の登校時間、バス等の乗車時間の確認・見直しをお願いします。 

 ②下校時間について 

  ・５時間授業の場合の下校時間は、１４時４５分となります。（令和５年度までは１５時１０分） 

  ・６時間授業の場合の下校時間は、１５時３５分となります。（令和５年度までは１６時） 

・完全下校時刻を、５時間授業の場合は１５時００分、６時間授業の場合は１５時５０分とします。 

・完全下校時刻を過ぎて居残りをすることは、原則、認めません。やむを得ない事情があって完全下

校時刻を過ぎてからの下校を希望される場合は、事前に担任までご相談ください。 

・下校方法について何かご心配のある方は、担任までご相談ください。 

※下校後の過ごし方や乗車するバス等の時間の確認をお願いします。 

 

2 休業日について 

①長期休業日について 

本校では、昨年度より２学期制としています。これに伴う長期休業期間についてお知らせします。 

【令和６年度】 

・夏期休業〔 ７月２４日（水）～ ８月２７日（火）〕 

・秋休み 〔１０月１８日（金）～１０月２１日（月）〕 

・冬期休業〔１２月２５日（水）～ １月 ６日（月）〕 

・春期休業〔 ３月２５日（火）～ ４月 ７日（月）〕 ※６年生は、３月１９日（水）～  

 

 



②入学選考・転入学選考に伴う休業日について 

本校では、入学選考の実施のため年間４日間の休業日があります。ご理解いただきますようよろし

くお願いします。（入学選考：３日、転入学選考：１日） 

 

3 修学旅行について 

来年度は、２泊３日で、奈良・京都・神戸への修学旅行とします。 

令和５年５月から新型コロナウイルス感染症が５類へと移行され、様々な教育活動を積極的に実施

することができるようになりました。学校では、在籍している子どもたちにとって、そしてこれから本

校に入学しようと検討している皆様にとって魅力ある附属学校とはどうあるべきか検討を重ねてきま

した。その一つが修学旅行の位置づけです。 

来年度からは、本校独自の設定科目『未来創造科』で今まで積み上げてきた学びの集大成として、６

年生が自分たちが住む地域の魅力を再認識し、「住みたいまちプロジェクト～ふるさとの明日を創ろう

～」について発信をしていくことをゴールとして位置づけたいと考えています。この学習の支えとなる

のが修学旅行です。日本でも有数の観光地での見学や体験活動を通して、見学地の魅力を探り自分たち

が住む地域と比較することで、それぞれのよさに気づき、自分たちの住む地域への思いをより高めてい

くことができると考えています。来年度からの修学旅行につきまして、ご理解いただきますようよろし

くお願いします。 

 

4 学校貸与端末について 

Chromebook の活用については、各教科の授業場面はもちろんですが、委員会活動の活動紹介や全校

への発信、未来創造科の成果発表の場での活用など、学年に応じた活用を進めています。また、高学年

を中心に家庭への持ち帰りも日常化しつつあります。Chromebook を活用した新たな学びに意欲的に取

り組む姿も見られます。 

学校では、令和６年度より Chromebookの積極的な活用に伴う破損や不具合への対応として、全家庭

に保険にご加入いただきたいと考えています。学校で加入を検討している保険は、学校貸与端末の破損

や故障に特化したものです。（年間 1,150円） 

学校貸与端末の破損、故障等を対象とした保険は、いくつかあります。例年、学校から資料配付して

いる「カンガルー保険」「島根県 PTA連合会総合保障制度」にも、学校貸与端末に対する保障が含まれ

ています。この他にも、各ご家庭で入っておられる保険に学校貸与端末の破損、故障等が含まれている

場合があります。しかし、「学校貸与端末の破損、故障等への保障あり」とされている場合でも、条件

によって保険の摘要外であったり、補償金額が全額出なかったりするケースもあるようです。 

新年度に入りましたら、基本的に学校での一斉加入をしたいと考えています。各家庭で加入しておら

れる保険で対応する方がおられましたら、個別に対応させていただきます。今後益々の端末の活用への

ご理解をよろしくお願いします。 

 


